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新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項に基づく施設の 

使用停止等の要請の周知について 

(薬局における適切な感染防止対策の徹底について) 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9号に基づく施設の使用停

止等の要請の周知について、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部長より別添のと

おり通知がありました。 

 4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条3項の規定により、新型インフ

ルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に変更され、当県も対象地域に

含まれ、県内の事業者等に対して、休業の要請や、適切な感染防止対策の徹底等の要請

が4月21日に開催された新型コロナウイルス感染症長野県対策本部において決定されま

した。これを受け、薬局に対しては、適切な感染防止対策の徹底が要請されております。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですか、貴会(部会)会員にご周知下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 なお、本件につきましては、令和 2 年 4 月 21 日付 2 長薬発第 97 号でお知らせした

薬局内における新型コロナウイルス感染症対策の再確認についての内容とともに、保険

調剤ニュースで会員薬局あてお知らせする予定です。 
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